
3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

①要望調査

②景観アドバ
イザー会議

③派遣開始

【会議に御参加ください（５月）】
・ 要望調査票をもとに，活動状況，受けたい助言内容
等について，会議で説明をしていただきます。説明を
受けて，景観アドバイザーによる質疑応答があります。

・ 団体が活動する地域を所管する地域振興局・支庁，
市町村（景観窓口）にも会議に参加していただく予定
としております。

・ 場所は鹿児島県庁を予定（オンライン参加可）。

会議

【要望調査票を御提出ください。】
【宛先】鹿児島県地域政策課
【締切】４月20日（月）

開催案内通知
の送付

派遣日

派遣可能期間（７月～３月）派遣の可否を
お知らせ

申請書提出

派遣講師との調整

派遣決定【派遣の可否（５～６月頃）】
・ 会議後，所管する地域振興局・支庁を通じて，派遣の可否を連絡します。

この際，派遣予定講師の連絡先を共有させていただきます。
・ 派遣は予算の範囲内において行うため，要望にお応えできない場合も

ございますので，予め御了承ください。

【派遣講師との調整，派遣申請書の提出】
・ 派遣が可能である旨，連絡があった団体は，派遣希望予定日の原則２

か月前までに，景観アドバイザー派遣申請書（第１号様式）を提出してく
ださい。

・ 派遣申請の希望が２回以上ある場合は，派遣ごとに内容を整理していた
だければ，まとめてご提出いただいてもかまいません。申請書の提出を
もって，正式に派遣要請があったものとみなし，景観アドバイザーの承諾
を得たのち，派遣決定通知を送付します。

・ 原則，派遣申請書の提出前までに，派遣に伴う事前調査の有無（実施日
時，場所），派遣日時，開催場所，移動手段を派遣講師に確認してただく
ようお願いします。申請書の提出時に日程等を連絡できない場合は，派遣
日の１か月前までに御連絡ください。

・ 現地におけるアドバイザーの移動手段が確保できない場合には，送迎を
お願いする場合があります。

※ 派遣申請書の提出先，日程等の連絡先は２ページ目をご確認ください。

（派遣要望団体用）景観アドバイザー派遣 手続きの流れ



3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

④実績報告書，
成果報告書の
提出

⑤景観表彰事
業への応募

（派遣要望団体用）景観アドバイザー派遣 手続きの流れ

派遣日 実績報告書の提出

【実績報告書，成果報告書の提出】
・ 派遣後は速やかに，「景観アドバイザー派遣実績報告書」（第２号様
式）を提出してください。派遣前に事前調査をしている場合は，事前調査
の内容がわかる資料と写真も併せて御提出ください。

・ また，派遣から約１年後に，派遣後の活動の変化等を記した「景観アド
バイザー派遣成果報告書」（第３号様式）を提出してください。複数回派
遣をしている場合は，派遣ごとに内容を整理していただければ，まとめて
ご提出いただいてもかまいません。

応募期間（予定）

【景観表彰事業への応募】
・ 派遣後の翌年，県が実施する「あなたが選ぶかごしま景観大賞（良好
な景観の保全・創出に寄与している団体・個人を表彰します）」にご応募
ください。

・ ただし，県または市町村が実施するものについては，応募不要です。

派遣希望団体 経由機関（派遣希望団体の提出先） 経由機関の提出先

市町村 地域振興局（又は支庁）

県地域政策課

地域づくり団体，

公共的団体

市町村（景観窓口）

※市町村から地域振興局（又は支庁）に
提出

県の出先機関 地域振興局（又は支庁）

県の本庁各課 −

【派遣申請書，実績報告書，成果報告書の提出先】
・ 派遣可否のお知らせ後，連絡調整等（派遣日時の連絡など）は，団体が活
動する地域を所管する地域振興局・支庁（総務企画課地域振興係）を通じて
行ってください。

・ 申請書等の書類については，関係機関で意見を記入する必要があるため，
次の表に掲げる経由機関に提出をしてください。

【問い合わせ先（全体）】

鹿児島県地域政策課土地利用係

ＴＥＬ：099-286-2438（直通）

E-mail：tochi@pref.kagoshima.lg.jp
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